
 

 

 

契  約  書 （案）  

 

 

 衆議院共済組合本部長 衆議院事務総長 築山信彦、参議院共済組合本部長 参議院事務

総長 伊藤文靖、内閣共済組合本部長 内閣府事務次官 井上裕之、総務省共済組合本部長 

総務事務次官 原邦彰、法務省共済組合本部長 法務事務次官 森本宏、外務省共済組合本

部長 外務事務次官 船越健裕、財務省共済組合本部長 財務事務次官 新川浩嗣、文部科

学省共済組合本部長 文部科学事務次官 増子宏、厚生労働省共済組合本部長 厚生労働事

務次官 伊原和人、農林水産省共済組合本部長 農林水産事務次官 渡邊毅、経済産業省共

済組合本部長 経済産業事務次官 藤木俊光、国土交通省共済組合本部長 国土交通事務次

官 水嶋智、防衛省共済組合本部長 防衛事務次官 大和太郎、裁判所共済組合本部長 最

高裁判所事務総長 氏本厚司、会計検査院共済組合本部長 会計検査院事務総長 宮川尚

博、刑務共済組合本部長 法務省矯正局長 日笠和彦、厚生労働省第二共済組合本部長 厚

生労働事務次官 伊原和人、林野庁共済組合本部長 林野庁国有林野部長 長﨑屋圭太、国

家公務員共済組合連合会職員共済組合本部長 常務理事 小津敦（以下「甲」という。）と

●●●●代表取締役社長 ▲▲▲▲（以下「乙」という。）とは、次の条項により、標準共

済システムの保守・改修等実施支援業務の請負契約を締結する。 

 

 

（信義誠実の原則） 

第１条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。 

（契約の目的） 

第２条 乙は、別紙仕様書に基づき、令和７８年度標準共済システムの保守・改修等実施支

援業務（以下「業務」という。）を行い、甲は、乙にその対価を支払うものとする。 

（履行場所） 

第３条 業務の履行場所は、次のとおりとする。 

東京都千代田区霞が関１－２－２ 

厚生労働省第二共済組合ほか甲の指定する場所 

（契約期間） 

第４条 契約期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

２ 前項に規定する契約期間は、法令及び共済組合の予算の範囲内において、甲乙協議して

変更することができる。 

（契約金額） 

第５条 契約金額は■■■円(うち消費税額及び地方消費税額□□□円)とし、別紙１契約金

額分担表のとおり、甲のそれぞれの共済組合が分担するものとする。 

２ 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税

法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づき算出した額である。 



（契約保証金） 

第６条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。 

（権利義務の譲渡等） 

第７条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、又は継承させて

はならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３

５０号）第１条の３に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、こ

の限りでない。 

２ 乙は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならな

い。 

ただし、あらかじめ書面により甲と協議し、承認を得た場合は、この限りではない。 

（秘密の保持） 

第８条 乙は、この契約の履行に際し知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用し

てはならない。 

２ 乙は、個人情報の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 

３ 乙は、業務に係る個人情報を他の目的に使用してはならない。また、当該情報を第三

者に提供してはならない。 

４ 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければなら

ない。 

５ 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。また、甲は、特に必要

と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又

はその職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができるものとする。 

６ 乙は、業務完了後は、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行

わなければならない。 

７ 乙は、業務に関し事故等が発生した場合は、速やかにその内容を甲に報告するものとす

る。 

８ 前各項の規定は、この契約終了後においても適用されるものとする。 

（監督） 

第９条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員(以下「監督職員」という。)

に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 

２ 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。 

（事情変更） 

第１０条 甲は、必要がある場合は、乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一時中

止し若しくは業務の一部を打ち切ることができる。 

２ 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その

他著しい事情の変更により、この契約に定める条件が不適当となったと認められる場合に

は、協議してこの契約を変更することができる。 

３ 前二項の場合において、この契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議

して書面により定めるものとする。 

（検査） 

第１１条 乙は、業務を終了したときは、仕様書に定める納入物を添えて速やかに甲に報告



し、甲の指定する検査職員（以下「検査職員」という。）の検査を受けなければならない。 

２ 甲は、乙から納入物の提出を受けたときは、提出を受けた日から１０日以内に検査を行

わなければならない。 

３ 乙は、第１項の検査に合格したときをもって、業務を完了したものとする。 

４ 乙は、第１項の規定による検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従

い、遅滞なく手直しをし、再度検査を受け、業務を完了させなければならない。 

５ 前項の場合において生ずる一切の費用は、乙の負担とする。 

（契約金額の請求及び支払） 

第１２条 乙は、全ての業務を完了し前条の定める検査に合格したときは、別紙１契約金額分

担表に基づく支払を、甲のそれぞれの共済組合に請求するものとする。 

２ 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から３０日以内に支払わ

なければならない。 

（遅延利息） 

第１３条 甲は、自己の責に帰すべき理由により前条に規定する期間内に請求金額を支払わ

なかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額

に対して、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示にて定められた率で計

算した額を、速やかに乙に支払うものとする。ただし、その金額に１００円未満の端数が

あるとき又はその全額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り

捨てるものとする。 

（著作権等） 

第１４条 この契約に基づき業務を履行したことにより生じた著作権関係の紛争について

は、一切乙の責任において処理するものとする。 

２ この契約に基づき作成した納入物の著作権は、甲に帰属するものとする。 

３ 甲は、納入物に関し、公表又は出版をする場合は、乙の著作者人格権を尊重するものと

する。 

４ 乙は、この業務に関して公表又は出版をしようとするときは、あらかじめ甲の承認を得

なければならない。 

（契約完了後における説明等） 

第１５条 乙は、仕様書に定める納入物に関して、甲から説明又は資料の提出を求められた

ときは、この契約の完了後においてもこれに応じなければならない。 

（納入物件の所有権の移転時期） 

第１６条 納入物の所有権は、第１１条に定める検査に合格した時をもって、乙から甲に移

転するものとする。 

（解除） 

第１７条 甲は、理由のいかんにかかわらず、乙に対し１か月の予告期間をもって書面によ

り通知し、この契約を解除することができる。 

２ 甲は、乙が正当な理由なくこの契約の条項に違反したときは、書面により通告し、この

契約を解除することができる。 

３ 前項の規定により、この契約が解除された場合は、乙は契約金額の１００分の１０に相

当する金額を違約金として、甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。 



４ 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 

（損害賠償） 

第１８条 乙は、第１０条第１項又は第２項の規定による事情変更の場合、又は前条第１項

若しくは第２項の規定による解除の場合には、甲に対して損害賠償の請求をしないものと

する。ただし、乙は、甲に対して既に経過した期間における業務の終了部分に相当する契

約金額を請求できるものとし、この場合は第１１条から第１３条までの規定を準用する

ものとする。 

２ 前条第２項の規定による解除の場合は、甲は乙に損害賠償を請求できるものとする。 

３ 乙は、この契約を履行するに当たり、甲に損害を与えたときは、乙の負担においてその

損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場

合においては、この限りでない。 

４ 乙は、この契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担において

その損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由に

よる場合においては、この限りでない。 

５ 第２項又は第３項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定めるものとする。 

（乙の契約不適合責任及び品質保証義務違反） 

第１９条 甲は本業務を完了した日から起算して１年以内に、本業務に種類、品質又は数量

に 

関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）を発見し、乙に対し

てその旨を通知したときは、乙に対して乙の負担において相当の期間を定めて甲の承認及

び選択した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる

履行の追完を請求することができる。 

２ 甲は、前項の各請求とともに、又はこれに代えて損害賠償を請求することができる。本

項によって賠償を請求することができる損害は、本業務の契約不適合を原因として、甲に

発生した次の各号の費用、負担、その他の損害（以下「損害等」という。）で、本業務の

契約不適合と相当因果関係のあるものに限る。 

ア 本業務の契約不適合の改修に要する期間中、本業務の甲の使用目的を達成するために 

要した内部人件費等の一切の費用 

イ 本業務の契約不適合を原因として、本業務が本来予定される基準を下回る性能又は機

能しか発揮せず、それを主たる原因として、甲の使用目的の遂行に支障が生じ、その結

果を回復するために、甲が要した人件費、外部業者委託費等の一切の費用 

ウ 契約不適合を原因として、甲の提供する行政サービスに障害が生じ、その結果、その

行政サービスの受領者（以下「国民等」という。）から、クレーム、訴訟手続、その他

の不服申立て等（以下「不服申立て等」という。）が提起された場合において、甲が国

民等に支払いを命ぜられた金額及び甲が不服申立て等を防御するために要した一切の費

用 

３ 第１項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履

行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することがで

きる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金

の減額を請求することができる。 



ア 履行の追完が不能であるとき。 

イ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

ウ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしない

でその時期を経過したとき。 

エ 前３号に掲げる場合のほか、甲が本項本文の催告をしても履行の追完を受ける見込み

がないことが明らかであるとき。 

４ 第１項に定める期間経過後といえども、乙の責に帰すべき事由が原因となった本業務の

重大な契約不適合及び乙の故意又は重大な過失による契約不適合が発見され、又は発生し

た場合には、甲は、乙に対して本契約の解除ができるほか、第１項ないし第３項に基づく

各請求ができるものとする。 

５ 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。 

（紛争の解決） 

第２０条 この契約について、甲乙協議を要するものにつき協議が整わないとき、又は甲と

乙との間に紛争が生じたときは、両者の協議により選出した第三者に解決のあっせんを求

めるものとする。 

２ 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲乙平等の負担とする。 

（管轄裁判所） 

第２１条 この契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とす

る。 

（補則） 

第２２条 この契約に関して疑義を生じたとき、又は契約に定めのない事項については、甲

乙協議して定めるものとする。 

２ 私的独占等の不正行為及び暴力団排除に関する条項を別紙２のとおり定めるものとす

る。 

 

この契約の締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各自１通を保有する。 

 

令和●年●月●日 

 

甲  東京都千代田区霞が関１－２－２ 

             厚生労働省第二共済組合本部長 

     厚生労働事務次官   伊 原 和 人 

         

 

東京都千代田区永田町１－７－１ 

衆議院共済組合本部長 

衆議院事務総長   築 山 信 彦 



 

東京都千代田区永田町１－７－１ 

参議院共済組合本部長 

参議院事務総長   伊 藤 文 靖 

 

 

東京都千代田区永田町１－６－１ 

内閣共済組合本部長 

内閣府事務次官   井 上 裕 之 

 

 

東京都千代田区霞が関２－１－２ 

総務省共済組合本部長 

総務事務次官    原   邦 彰 

 

 

東京都千代田区霞が関１－１－１ 

法務省共済組合本部長 

法務事務次官     森 本   宏 

 

 

東京都千代田区霞が関２－２－１ 

外務省共済組合本部長 

外務事務次官    船 越 健 裕 

 

 

東京都千代田区霞が関３－１－１ 

財務省共済組合本部長 

財務事務次官    新 川 浩 嗣 

 

 

東京都千代田区霞が関３－２－２ 

文部科学省共済組合本部長 

文部科学事務次官  増 子   宏 



東京都千代田区霞が関１－２－２ 

厚生労働省第済組合本部長 

厚生労働事務次官  伊 原 和 人 

 

 

東京都千代田区霞が関１－２－１ 

農林水産省共済組合本部長 

農林水産事務次官  渡 邊   毅 

 

 

東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省共済組合本部長 

経済産業事務次官  藤 木 俊 光 

 

 

東京都千代田区霞が関２－１－３ 

国土交通省共済組合本部長 

国土交通事務次官  水 嶋   智 

 

 

東京都新宿区市谷本村町５－１ 

防衛省共済組合本部長 

防衛事務次官    大 和 太 郎 

 

 

東京都千代田区隼町４－２ 

裁判所共済組合本部長 

最高裁判所事務総長 氏 本 厚 司 

 

 

東京都千代田区霞が関３－２－２ 

会計検査院共済組合本部長 

会計検査院事務総長 宮 川 尚 博 

 



 

東京都千代田区霞が関１－１－１ 

刑務共済組合本部長 

法務省矯正局長   日 笠 和 彦 

 

 

東京都千代田区霞が関１－２－１ 

林野庁共済組合本部長 

林野庁国有林野部長 長﨑屋 圭 太 

 

 

東京都千代田区九段南１－１－１０ 

国家公務員共済組合連合会 

職員共済組合本部長 

   常務理事      小 津   敦 

 

乙  ◇◇◇ 

××× 

代表取締役社長   ★★★★ 

 

 


